
保険料は、国保や後期高齢者医療制度に加入し て いる 人の医療費や、介護サービスを 提供する

費用と し て使われます。決めら れた日（ 納期限）までに、き ち んと 納付し まし ょ う 。

保険料の納付義務者は世帯主です。世帯主が国保に加入し ていない場合でも 、その世帯に国保加入者がい

れば、世帯主に保険料の納付義務が生じ ます。（ こ れを擬制世帯主と よんでいます。）納付書、通知書などのあて

名は納付義務者である世帯主になり ます。

保険料は、医療分と 後期高齢者支援金分と 介護分（ ４０歳から６４歳までの人）の保険料を 合算し たも のです。

それぞれ、所得割額、均等割額、平等割額（ 介護分除く 。）に分かれています。

①世帯内で国保に加入し ている一人ずつの所得割額を 計算し 、合算し ます。

②世帯内の加入人数に応じ た均等割額を 加えます。

③平等割額を 加えます。

（ 一世帯あたり の金額になり ますので、世帯内の国保加入者が複数人であっても 金額は変わり ません。）

④医療分、後期高齢者支援金分、介護分ごと に計算し 、それぞれ１００ 円未満の金額を 切り 捨てます。

⑤医療分、後期高齢者支援金分、介護分を 合算し たも のが年間保険料と なり ます。

・ 年度途中で７５ 歳になる被保険者は、誕生日の前月までの保険料を 納付し ていただきます。引き 続き 国保加

入者がいる世帯では、世帯の保険料を すべての納期で割り 振って計算し てあり ますので、年度の途中で７５

歳になっても 保険料は変わり ません。

・ 転入者については、前住所地（ 個人住民税課税住所地）から の総所得金額等の回答があった後に、所得割額

や軽減を反映さ せた保険料と なり ます。そのため、加入時は基本料金（ 均等割、平等割）のみと なり ます。

保険料について　 ～静岡市国保の保険料～

保険料の納付義務者〈 国民健康保険法第76条〉1

保険料の計算２

(１ ) 保険料の計算方法

(2 ) 年度途中の加入・ 脱退の場合

※静岡市国保のホームページ内の保険料自動計算で 保険料が算出できます。

　（ ただし 、保険料の軽減の判定はし ません。軽減について は、24ページを 参照し てく ださ い。）

・ 年度途中の加入・ 脱退は月割り で計算し ます。

・ 納める保険料を 残り の納付回数で割った金額が１回あたり の納付金額と なり ます。

納める 保険料  ＝  年 間保険料 ×
１２ か月

加入月数

１ 回の納付金額  ＝  納め る 保険料 ÷　 残り の納付回数
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る

い

のあて

。

国保加

５

所得割額

※1 　国民健康保険料に係る総所得金額等と は、総所得金額（ 事業所得・ 不動産所得・ 利子所得・ 配当所得・ 給与所得・ 雑所得・ 総合課税

の譲渡所得・ 一時所得）及び山林所得金額並びに他の所得と 区分し て計算さ れる所得の金額（ 上場株式等に係る配当所得等の金

額、土地等に係る事業所得等の金額及び長期譲渡所得の金額並びに短期譲渡所得の金額並びに株式等に係る譲渡所得等の金額

並びに先物取引に係る雑所得等の金額等）の合計額（ 損益通算後、純損失等の繰越控除後。ただし 、雑損失の繰越控除を 除く ）の

こ と です。

※2 　前年の合計所得金額が2,4 00万円超から 2 ,4 5 0万円以下の場合は29万円、2 ,4 50万円超から 2 ,5 0 0万円以下の場合は15万円、

2,500万円超の場合は基礎控除の適用があり ません。

※3 　 所得割額①は、世帯で国保に加入し ている人が複数いる場合は、加入し ている人１人ずつ計算し たも のを合計し てく ださ い。

計算結果がマイ ナスになると きは０と し てく ださ い。

※4 　 詳細は17ページ『 介護保険適用除外について』参照。

・ 介護分は、介護保険の第２ 号被保険者（ ４０ 歳から６４ 歳まで の人）が対象と なり ます。

・ 令和7 年４ 月２ 日から 令和8 年４ 月１ 日の間に４０ 歳になる 人は、介護保険の第２ 号被保険者の資格を 得る日

（ ４０ 歳の誕生日の前日）の属する月から 納めます。

・ ６５ 歳になる 年度で は、６５ 歳になる 月（ 誕生日の前日の属する 月）の前月分まで の介護保険料を すべて の

納期で 割り 振っ て 計算し て あり ますので 、年度の途中で６５ 歳になっ ても 保険料は変わり ません。

・ 指定障害者支援施設などの介護保険の適用除外施設※4に入所または入院し て いる 人は介護保険料の納

付対象者から 除外さ れます。

－　 　 　 　 　  ×　 　 　 　 ＝  
医 

療 

分

医 療 分  計

①  所得に応じ
　  （ 所得割額）

②

（ Ａ）

②  加入者に応じ（ 均等割額）

③  世帯あたり（ 平等割額）

（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）令和6年中総所得金額等※1

人

①※3

③

基 礎 控 除
4３０，０００円

　  ※2

6．08
１００

２ 4 ，９００ 円 　×　 　 　 　 　 　 　 　 　 ＝  

2 0 ，９００ 円 　  　　 　 　 　 　 　 　 　 　 ＝  

（  ① ＋ ② ＋ ③ ） 　＝  

最高限度額66万円

－　 　 　 　 　  ×　 　 　 　 ＝  

後期高齢者支援金分 計

①  所得に応じ
　  （ 所得割額）

②

（ B）

②  加入者に応じ（ 均等割額）

③  世帯あたり（ 平等割額）

（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）
人

①※3

③

基 礎 控 除
4３０，０００円

　  ※2

基 礎 控 除
4３０，０００円

　  ※2

２．57 
１００

1 0 ，5００ 円 　×　 　 　 　 　 　 　 　 　 ＝  

７ ，9００ 円 　  　　 　 　 　 　 　 　 　 　 ＝  

（  ① ＋ ② ＋ ③ ） 　＝  

最高限度額26万円

－　 　 　 　 　  ×　 　 　 　 ＝  

介 護 分  計
４０歳から６４歳までの人

①  所得に応じ
　  （ 所得割額）

②

（ C）

②  加入者に応じ（ 均等割額）

（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）
人

①※3２．３３ 
１００

１８ ，４００ 円 　×　 　 　 　 　 　 　 　 　 ＝  

（  ① ＋ ② ） 　＝  

最高限度額１ 7万円

後
期
高
齢
者
支
援
金
分

介 

護 

分

2 0 ，９００ 円

＋　 　 　 　 　 ＋  　 　 　 　 ＝（ Ａ）医 療 分 （ C）介 護 分 年間保険料（ B）後期高齢者
支援金分

令和6年中総所得金額等※1

令和6年中総所得金額等※1

７，9００ 円
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世帯主（ 擬制世帯主を含む。）および国保の被保険者と 特定同一世帯所属者※１の総所得金額等の合計金額（ 以

下「 合計所得」と いう 。）が一定以下の世帯の場合、保険料のう ち均等割額と 平等割額を次の割合で軽減し ます。

所得がないため確定申告や市民税申告の必要のな い人や所得のある人の扶養と なっている人は、国保へ

の申告が必要です。

所得の確認ができ ない人がいる世帯は、保険料の軽減が適用さ れません。ただし 、2 0 歳未満（ 生年月日が

平成１ 7年１ 月３日以降の人）は除きます。

勤め先の都合（ 解雇・ 倒産など）により 離職し た６４ 歳以下の人は、離職日の翌日の属する月から 翌年度末ま

で、該当する人の給与所得を１００ 分の３０にし た金額を 用いて保険料を 計算し ます。低所得者に対する軽減判

定も こ の金額を 用います。ただし 、給与所得が基礎控除額（ 4３ 万円※1 ）以下の場合などは、こ の制度の適用

を 受けても 保険料は減額さ れません。

こ の制度の適用を 受ける場合は、各区役所保険年金課に届出が必要です。静岡市のホームページから 電子

申請するこ と も できます。

①～③の合計所得は次のよう に判定し ます。
・  公的年金等所得（ 令和7 年１ 月１ 日で６５ 歳以上）について は、公的年金等所得から１５ 万円を  

　 除いた金額で計算し ます。

・  分離譲渡所得については、特別控除前の金額で計算し ます。

・  専従者給与については、受給者の収入と はせず、支給者の収入に戻し て計算し ます。

・  所得金額調整控除後の金額で計算し ます。

※１   特定同一世帯所属者と は、後期高齢者医療制度の対象者のう ち、後期高齢者医療制度に移行するまで、国保の被保険者の資格があり 、

かつ、そ のと き の国保の世帯主と そ れ以後も 同じ 世帯に属する 人（ 後期高齢者医療制度の資格取得日に国保の世帯主で あった

人は、引き 続き 国保の世帯主（ 擬制世帯主）で ある人）のこ と です。

※２    被保険者数には、擬制世帯主を 含みません。

※3   給与所得者等の数と は、一定の給与所得（ 給与収入5 5 万円超）または公的年金等の支給（ 6 5 歳未満は6 0 万円超、6 5 歳以上は1 2 5 万

円超）を 受ける人のこ と です。

保険料の軽減３

４

(１ ) 低所得者に対する軽減

（

（

（

（

（

（

（

振替

(4 ) 非自発的失業者に対する軽減

被保険者に6歳以下の未就学児がいる場合、6歳に達する日を含む年度の年度末までにかかる未就学児の均等割額

を10分の5とし て保険料を計算し ます。低所得者に対する軽減が適用さ れる場合は、適用後の金額を10分の5とし ます。

(2 ) 未就学児に対する軽減

出産する被保険者に係る保険料のう ち、対象期間の所得割額および均等割額を軽減し ます。低所得者に対する軽

減が適用さ れる場合は、適用後の均等割額とし ます。

(3 ) 出産する被保険者に対する軽減

① 
令和6 年中の合計所得が

4 3 万円＋｛ 1 0 万円×（ 給与所得者等の数※3 -1 ）｝以下の世帯

②
令和6 年中の合計所得が

4 3 万円＋（ 3 0 . 5 万円×被保険者数※2 と 世帯に属する 特定同一世帯所属者数※1 の

合算数）＋｛ 1 0 万円×（ 給与所得者等の数※3 -1 ）｝の額以下の世帯

③
令和6 年中の合計所得が

4 3 万円＋（ 5 6 万円×被保険者数※2 と 世帯に属する 特定同一世帯所属者数※1 の

合算数）＋｛ 1 0 万円×（ 給与所得者等の数※3 -1 ）｝の額以下の世帯

均等割額と 平等割額の

７ 割を軽減し ます。

均等割額と 平等割額の

５ 割を軽減し ます。

均等割額と 平等割額の

２ 割を軽減し ます。

制度の対象と なる 雇用保険受給資格者証の「 離職理由」欄の番号

１１  ・  １２  ・  ２１  ・  ２２  ・  ２３  ・  ３１  ・  ３２  ・  ３３  ・  ３４

①資格確認書または資格情報のお知ら せ

②雇用保険受給資格者証また は

　 雇用保険受給資格通知

③マ イ ナン バーカ ード また は

通知カ ード と 本人確認書類※2
※1  ２ 3ページ『 ※2 　 前年の合計所得金額が』参照。

※2  ２８ ページ『 国保の手続きにはマイ ナン バーが必要です！！』参照。

※

※1  ２８ページ『 国保の手続きには

　 　  マイナンバーが必要です！！』参照。

届出に
必要な
も の

①資格確認書または資格情報のお知ら せ　 ②母子健康手帳など

③マイ ナンバーカ ード または通知カ ード と 本人確認書類※1
届出に
必要なも の

上記に該当し ない人は、

２７ページ『   減額・ 免除制度』

も ご覧く ださ い。

５

〇対象者 : 妊娠85日（ 4か月）以上の出産が対象です。（ 死産・ 流産・ 早産・ 人工妊娠中絶を含みます。）

〇対象期間 : 出産予定日または出産日の属する月の前月から 4か月間（ 多胎妊娠は3か月前から 6か月間）

　 こ の制度の適用を受ける場合は、原則各区役所保険年金課に届出が必要です。 
◆静岡市国保に加入する前に出産し た人や、他保険者から 出産育児一時金の支給を受けた人で、対象期間に国保資格がある場合も 届出が必要です。

国
保
で
受
け
ら
れ
る
給
付

い
ろ
い
ろ
な
場
合
の
給
付

国
保
に
つ
い
て 

し
く
み
と
資
格

高
額
療
養
費
に
つ
い
て

医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
場
合
の
給
付

健
康

診
査

お
知

ら
せ

保
険
料
に
つ
い
て

静
岡
市
国
保
の
保
険
料

令和 7 年度版「 静岡市国保のし おり 」2 4

■令和7年度_国保のしおり_cs5.indd   24 2025/03/03   11:52:01



以

国保へ

が

第１ 期

第２ 期

第３ 期

第４ 期

第５ 期

令和7 年  6 月30日

令和7 年  ７ 月３１日

令和7 年  9 月 1日

令和7 年  ９ 月３０日

令和7 年１0月31日

６ 月末

７ 月末

８ 月末

9 月末

１０月末

1 1 月末

1 2 月末

1 月末

2 月末

3月末

令和7 年１2月 1日

令和8 年 １月 5日

令和8 年 2月 2日

令和8 年 3月 2日

令和8 年 ３月３１日

第 6 期

第 7 期

第 8 期

第 9 期

第10 期

ま

軽減判

の制度の適用

電子

所得にかかわら ず、世帯員（ 世帯主も 含む。）が国保から 後期高齢者医療制度に移行し たこ と により 、国保に

加入し ている人が一人になった場合、その世帯における保険料の平等割額を 最初の５ 年間は２分の１、その後３

年間は４ 分の１を 軽減し ます。

、

っ た

1 2 5 万

保険料の納め方〈 国民健康保険法第７６条の３〉４

保険料の納付方法には、　 　 　 　 　 　 　 と 　 　 　 　 　 　 　 があり ます。

（ １）振替日（ 納期限） ６月～３月の各月末です。 （ 全10回）

月末日が土曜日・ 日曜日・ 祝日年末年始などの場合は、金融機関の翌営業日と なり ます。

（ ２）申込方法

（ ３）対応金融機関（ 静岡市指定金融機関等）

②各区役所・ 静岡庁舎での申込み（  ペイジー 口座振替受付サービス）

場　 所 ：  各区役所保険年金課　 市役所福祉債権収納対策課

持ち物 ：  納付通知書　 来庁者のキャッシュカ ード 　 来庁者の本人確認書類

（ ４）口座振替の開始 原則、申込日の翌月末の納期から 口座振替と なります。
※６月末納期開始分、ペイジー申込分、ゆう ちょ 銀行は別にお問合せく ださ い。

（ ５）口座の変更方法 新たな口座で申込みを行う と 、それまでの口座登録は廃止さ れます。

前登録口座に廃止手続きは不要です。

（ ６）口座振替の廃止 廃止の手続きは、登録口座のある金融機関窓口での廃止手続きをお願いし ます。

（ ７）口座振替不能な場合 再振替はできません。振替日の５営業日後に口座振替不能通知（ ハガキ）を送付

し ます。お近く の金融機関で、納付し てく ださ い。

①ＷＥＢ上での申込み（  ＷＥＢ口座振替申込 受付サービス）

必要なも の ：  納付通知書　 ネット 接続可能なＰＣ 、タ ブレット 、スマート フォンなど　 対象金融機関の口座

③ 金融機関 での申込み（ 申込書による申込み）

場　 所 ：  金融機関窓口（ 申込書は市内金融機関に備え付けてあります。）

持ち物 ：  納付通知書　 通帳（ キャッシュカード ）　 金融機関届出印

振替日（ 納期限）を 過ぎると 延滞金が加算さ れます。（ 静岡市国民健康保険条例第２８ 条・ 附則第８ 項）

※口座振替により 難い場合は、納付書による納付と なり ます。

振替日（ 納期限）

W E B

ペイジー

金融機関窓口

申込方法

対応
金融機関

〇 〇 〇

〇

〇 〇 〇 〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇 ※1

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇 〇
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振替日（ 納期限）

口座振替による納付です。（ 静岡市国民健康保険条例施行規則第16条の2）

未就学児の均等割額

。

軽

(5 ) 後期高齢者医療制度移行により 、国保被保険者が単身と なる世帯に対する軽減

旧被扶養者（ 健康保険、共済組合などの被保険者が後期高齢者医療制度に移行し たこ と によって、国保に加

入し た６５ 歳以上の被扶養者であった人）は、保険料の一部が軽減さ れます。

(6 ) 被扶養者であった人に対する軽減

。

※１ 　 静岡県内に所在する店舗に限る

特別徴収普通徴収

普通徴収

す。
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納付書による納付（ 口座振替が原則ですので、口座振替の申込みをお願いし ます。）

バーコ ード 付き納付書（ バーコ ード の取扱期限内に限る。）

取扱金融機関　 ゆう ちょ 銀行を 除く 、静岡市指定金融機関等（ 2 5 ページ参照）

※バーコ ード 付き 納付書に関する注意事項

年金が年金受給者に支払われる前に年金から 保険料を 差し 引き する納付方法です。
金融機関に支払いに行く 必要も なく 、口座振替の申込みも 必要あり ません。

国保に加入し ている６５歳から７４歳までの世帯主（ 擬制世帯主を除く 。）で、以下の３つの条件すべてに該当する人

①世帯で国保に加入し ている人全員が６５歳から７４歳までであること 。

②介護保険料を特別徴収し ている年金があること 。

③介護保険料と 国保の保険料を合わせた金額が、②の年金の1回の支給額の２分の１を超えないこと 。

保険料は

月

１

・ 今年度から 条件を 満たし た、または今年度の特別徴収判定期限（ 7 月上旬）までに条件を 満たし 賦課決定さ

れた場合は、9 月までは普通徴収、１０月から 特別徴収と なり ます。

・ 年度途中の加入等で 条件を 満たし て 今年度の特別徴収判定期限（ 7 月上旬）以降に賦課決定さ れた場合

は、来年度1 0 月から 特別徴収と なり ます。（ 来年度9 月までは普通徴収です）

特別徴収

(１ ) 対象と なる人〈 国民健康保険法施行令第29条の13〉

　 保険料の納付

災害、

（ 国民健康保険法第77条）

・

・

免

①

②

　

③

等の

ので 、

は

が
※国民健康保険料

※就学援助

6

5

7
(２ ) 開始月

・ 世帯主が年度途中で75歳に達する場合、その年度は仮徴収（ 次ページ参照）が適用さ れず普通徴収と なります。

・ 世帯主が変更するなど、世帯構成に変更があった場合は、特別徴収し ている世帯も 普通徴収に切り 替わるこ と があり ます。

(3 ) 特別徴収と なら ない場合

（ 4）

（

仮徴収の計算例

（ 年間保険料額　 120,000円）

（ 年間保険料額　 150,000円）

店頭での現金による納付（ 店頭でクレジット カ ード および電子マネーによる納付はできません。）

スマホアプリ による納付（ バーコ ード を撮影し て納付し ます。通信料はお客様負担と なり ます。領収書は発行さ れません。）

取扱コ ンビニエンススト ア【 セイコ ーマート 、セブン－イレブン、デイリ ーヤマザキ、ニューヤマザキデイリ ースト ア、

ファミ リ ーマート 、ポプラグループ、ミ ニスト ップ、ローソン、M M K 設置店（ イオン、ウエルシア、エスポット 、静鉄スト ア、

ヒ バリ ヤ、マックスバリュ等の一部店舗）】

株式会社ＮＴＴ データ による収納代行サービスです。納付書一枚当たり の取扱上限金額は30万です。納付書１枚ごと に手続きが必要です。クレジット

カ ード 納付のみ手数料が発生し ます。収納代行業者を経由するため、市での納付確認までに時間がかかり ます。

※納付書による納付に関する注意事項

納付し た保険料が減額更正（ 何ら かのお手続きにより 減額）と なった場合は、過誤納金と し て還付（ お返し ）し ます。口座振替以外で納付の場合は、振込口座を

指定し ていただく 書類発送のため、還付までに相当の期間を 要し ます。

各金融機関のインタ ーネット バンキング対応口座が必要です。

各電子マネーアプリ の「 請求書（ 支）払い」メ ニューから 納付できます。

取扱上限10万円と なり ます。支払確認画面は収納代行ＮＴＴ データ と 表示さ れます。

※ファミ ペイ のみ注意事項

納付場所

インタ ーネット バンキング

電子マネー

クレジット カ ード

〈 利用アプリ 〉

〈 利用可能ブランド 〉

納付手数料

1円から  5,000円

5,001円から 10,000円

10 ,001円から 20,000円

20 ,001円から 30,000円

30 ,001円から 40,000円

40 ,001円から 50,000円

以降、10,000円ごと に

納付金額（ 1回当たり ）

 27円

 82円

165円

275円

385円

495円

110円

決済手数料（ 税込み）

h ttp s ://b c-p a y .jp /m ob i le/A /w a 01 .h tm l

h ttp s : //b c-p a y . jp /m ob i le /A /w a 01 .h tm l楽天銀行は楽天銀行コ ンビニ支払い

サービスでも 納付できます。

〈 利用アプリ 〉

（ ８）督促状

　 納期限までに納付がない場合は、納期限の20日以内に督促状が発送さ れます。（ 静岡市国民健康保険条例第２７条）

納期限後、督促状送付までに納付し た場合、行き違いと なり ますので、二重納付にご注意く ださ い。

保険料

場合

　 その年

と

付の証明書類の添付は

　 領収書の紛失な

区役所保険年金課
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す。

人

保険料は、加入者の前年の所得に応じ て計算さ れますが、市民税額の根拠と なる所得が確定する６ 月まで、

保険料は決定し ません。そのため、仮徴収と し て 、前年度最終徴収月（ ２ 月）の保険料額と 同額を４ 月、６ 月、８

月にそれぞれ差し 引きます。６月に保険料が確定し たあと 、１０月、１２月および２月の本徴額を増減さ せるこ と で、

１年間の保険料を 徴収し ます。

さ

場合

減額・ 免除制度

　 保険料の納付が困難な場合は、納期限までに福祉債権収納対策課にご相談く ださ い。

災害、失業など特別な理由により 納付が困難になった人に対し て、申請により 支払猶予をする制度があります。

（ 国民健康保険法第77条）

・ 保険料にあわせ、滞納期間に応じ て計算さ れる延滞金も 納付すること になります。

・ 督促状が送付さ れた後も 滞納が続く と 、財産の差押えなど法律に基づく 滞納処分を受けること になります。

次の特別な事由により 保険料の納付が困難な場合、世帯の実情に応じ て申請により 保険料を 減額または

免除する制度があり ます。

①公私の扶助（ 生活保護、就学援助※）を 受けている場合。

②災害、傷病、倒産などによる失業や事業の廃止で前年に比べ所得が著し く 減少し た場合で、令和6 年中の

所得が１ ，０００ 万円以下の世帯。

・ 自己都合による退職や懲戒免職などは当てはまり ません。

・ 非課税所得を 含んだ所得の前年比減少率が２０％未満の場合は対象になり ません。

・２ 4ページ『    （ 4 ）非自発的失業者に対する軽減』の届出をし た人は、同様の理由による減額、免除の申請は

　  できません。

③災害により 資産に損失を受けた場合で、令和6年中の所得が１，０００万円以下の世帯。

こ の制度の申請にあたっ ては、収入、資産状況などについて 制限（ 令和7 年中の見込み所得およ び預貯金

等の資産の合計が１ ，０００ 万円以下の世帯）があり ます。減額免除につき まし ては、申請後に審査を 行います

ので 、お住まいの区の保険年金課での手続きを お願いし ます。申請期限は、納期限の７日前、特別徴収の場合

は対象年金各支払日の７ 日前（ 厳守）まで で す。ご 用意いただく 証明書類など があり ますので 、ご 不明な 点

がござ いまし たら 、事前にお住まいの区の保険年金課まで お問い合わせく ださ い。
※国民健康保険料を 既に納付済の場合、または届出の遅れにより 発生し た過年度の保険料は、減免対象になり ません。

※就学援助を 希望さ れる 方は、お子様の通われて いる各小学校、中学校へお問い合わせく ださ い。

6

所得税などの社会保険料控除5

保険料の納付が困難な人は7

。

。

（ 4）仮徴収と は

（ ５）特別徴収ではなく 普通徴収を希望する場合〈 国民健康保険法施行令第29条の13第1項第4号〉

3

仮徴収の計算例

※10月から の本徴収は年間保険料から 仮徴収を引いた後の金額で計算さ れます。

令和7年度 4月 6月 8月 10月 12月 2月

（ 年間保険料額　 120 ,000円） 30,000円 30,000円 30,000円 10,000円 10,000円 10,000円

仮 徴 収 本 徴 収

令和6年度 4月 6月

仮 徴 収 本 徴 収

8月 10月 12月 2月

（ 年間保険料額　 150 ,000円） 20,000円 20,000円 20,000円 30,000円 30,000円 30,000円

条）

※普通徴収に変更し たのち 、保険料を 滞納し た場合、特別徴収に戻り ますので、あら かじ めご了承く ださ い。納付方法の変更は、窓口で

　 の手続き が必要です。詳し く は各区役所保険年金課までお問い合わせく ださ い。

保険料を滞納すると …

※2月本徴収と 同額で4月・ 6月・ 8月に仮徴収さ れます。

特別徴収と なった世帯で今までどおり 普通徴収による納付を 希望する人は、次の条件のいずれかに該当する

場合に限り 納付方法を変更するこ と ができます。ただし 、 口座振替での納付に限り ます。

①保険料（ 税）の滞納がなく 、２ 年以上督促状が発送さ れていない人

②保険料（ 税）の滞納がなく 、保険料の誠実な納付を 確約する書類を提出し た人

　 その年（ １ 月～1 2 月）にお支払いいだだいた保険料（ 税）は、所得税、市県民税の申告時に社会保険料控除

と し て 、全額を 控除でき ます。領収書は大切に保管し てく ださ い。 確定申告など の社会保険料控除には納

付の証明書類の添付は原則必要あり ません。 通帳（ 取引履歴）、領収書を 確認し て計上し てく ださ い。

　 領収書の紛失などで 納付金額が確認でき ない場合は「 保険料納付額確認書」を 発行し ます。必要な方は

区役所保険年金課までお問い合わせく ださ い。静岡市のホームページから 電子申請するこ と も でき ます。
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